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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（上場内国会社の上場維持基準）

第501条 （略）

２～７ （略）

８ 前４項の規定は、第311条第１項の規定に基づきプレ

ミア市場からメイン市場への市場区分の変更が見込ま

れる場合には適用しない。

令和４年４月４日改正付則

（上場維持基準に係る経過措置）

第５条 （略）

２ 既上場銘柄の発行者に対する改正後の第501条第１項

（第311条第１項及び第502条第１項による場合並びに

第311条第２項及び第３項の規定により第502条第１項

を適用する場合を含む。）の規定の適用については、

令和９年２月28日までに到来する各事業年度の末日ま

での間、次の各号のとおり取り扱うものとする。ただ

し、既上場銘柄の発行者が、令和９年３月１日以後最

初に到来する事業年度の末日において、改正後の第501

条第１項第１号ｂの(b)又は第２号ｂの(a)若しくは(b)

若しくはｄに定める基準に適合しない状態となった場

合（次の各号に定める基準に適合しない状態となった

場合を除く。）であって、当該状態となった時から起

算して３か月以内に、当該基準に適合するための取組

み及びその実施時期を記載した計画書の開示を行った

場合には、当該計画書（当該基準に係るものに限

る。）に記載された計画期間の末日の前日までの間、

次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1)・(2) （略）

３ 第１条の規定にかかわらず、既上場銘柄が改正後の

第208条、第214条及び第220条各号に掲げる行為により

上場廃止となる場合であって、当該各号に定める会社

が令和９年２月28日までに上場することが見込まれる

テクニカル上場を申請するときにおける改正後の第209

条、第215条及び第221条の規定の適用については、改

（上場内国会社の上場維持基準）

第501条 （略）

２～７ （略）

（新設）

令和４年４月４日改正付則

（上場維持基準に係る経過措置）

第５条 （略）

２ 既上場銘柄の発行者に対する改正後の第501条第１項

（第311条第１項及び第502条第１項による場合並びに

第311条第２項及び第３項の規定により第502条第１項

を適用する場合を含む。）の規定の適用については、

当分の間、次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1)・(2) （略）

３ 第１条の規定にかかわらず、既上場銘柄が改正後の

第208条、第214条及び第220条各号に掲げる行為により

上場廃止となる場合であって、当該各号に定める会社

がテクニカル上場を申請するときにおける改正後の第2

09条、第215条及び第221条の規定の適用については、

当分の間、改正後の第209条第１項第３号中「10％」と
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正後の第209条第１項第３号中「10％」とあるのは

「５％」と、改正後の第215条第１項第３号中「２万単

位」とあるのは「１万単位」と、「35％」とあるのは

「５％」とし、改正後の第209条第１項第３号ｄ及び改

正後の第215条第１項第３号ｄの規定は適用しない。

４・５ （略）

付  則

１ この改正規定は、令和８年６月１日から施行する。

２ 改正後の第501条第８項の規定は、改正後の令和４年

４月４日改正付則第５条第２項ただし書に定める計画

書を提出したプレミア市場の上場会社には適用しな

い。

３ 改正後の令和４年４月４日改正付則第５条第２項た

だし書に定める計画書の開示を行った既上場銘柄の発

行者が、令和９年３月１日以後に到来する各事象年度

の末日において、同項第１号及び第２号に適合しない

状況となった場合は、その上場を廃止するものとす

る。

あるのは「５％」と、改正後の第215条第１項第３号中

「２万単位」とあるのは「１万単位」と、「35％」と

あるのは「５％」とし、改正後の第209条第１項第３号

ｄ及び改正後の第215条第１項第３号ｄの規定は適用し

ない。

４・５ （略）
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

令和４年４月４日改正付則

（流通株式の定義に係る経過措置）

第３条 改正後の第10条第１項の規定にかかわらず、同

項第４号に掲げる者（同項第１号から第３号までに掲

げる者を除く。）が所有する有価証券のうち、次の各

号のいずれかに掲げる書類により、所有目的が純投資

その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認め

る目的であることが明らかであり、売買の状況を踏ま

え当取引所が適当と認める有価証券は、当分の間、流

通株式に含まれるものとする。この場合において、当

該有価証券の発行者は当該書類を当取引所に提出する

ものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供する

ことに同意するものとする（第１号に掲げる書類によ

る場合は、この限りでない。）。

(1) ～ (3) （略）

付  則

この改正規定は、令和８年６月１日から施行する。

令和４年４月４日改正付則

（流通株式の定義に係る経過措置）

第３条 改正後の第10条第１項の規定にかかわらず、同

項第４号に掲げる者（同項第１号から第３号までに掲

げる者を除く。）が所有する有価証券のうち、次の各

号のいずれかに掲げる書類により、所有目的が純投資

であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ当取

引所が適当と認める有価証券は、当分の間、流通株式

に含まれるものとする。この場合において、当該有価

証券の発行者は当該書類を当取引所に提出するものと

し、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする（第１号に掲げる書類による場合

は、この限りでない。）。

(1) ～ (3) （略）


